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任
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昇
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等
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任
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正
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る
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二
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人
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委
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限
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部
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え
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員
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勤
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時
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等
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等
）
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一
部
の
委
任
の
一
部
を

改
正
す
る
告
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一
二

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
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県
人
事
委
員
会　
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長　
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〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
―
三
十
七

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
一
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
平
林
六
三
番
地
一

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字

木
一
四
番
地

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
旗
坂
地
内

仙
台
市
青
葉
区
大
倉
字
高
畑
三
四
番
地
の
一
二

加
美
郡
色
麻
町
黒
沢
字
北
條
一
五
二
番
地

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
字
上
ノ
原
一
五
五
番
地
一

白
石
市
越
河
字
丑
山
下
四
四
番
地

白
石
市
福
岡
八
宮
字
坂
ノ
上
一
四
番
地
一
六

白
石
市
福
岡
蔵
本
字
長
峯
一
四
番
地

白
石
市
福
岡
八
宮
字
不
忘
一
〇
七
番
地

白
石
市
福
岡
深
谷
字
三
住
七
〇
番
地
三

白
石
市
小
原
字
伊
勢
原
道
上
一
番
地

王
城
寺
原
補
償
工
事
事
務
所

林
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー

水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
内
水
面
水
産
試
験
場

仙
台
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
大
倉
ダ
ム
管
理
事
務
所

宮
城
県
加
美
農
業
高
等
学
校

蔵
王
自
然
の
家

白
石
市
立
越
河
小
学
校

白
石
市
立
福
岡
小
学
校
八
宮
分
校

白
石
市
立
福
岡
小
学
校
長
峯
分
校

白
石
市
立
福
岡
小
学
校
不
忘
分
校

白
石
市
立
深
谷
小
学
校
三
住
分
校

白
石
市
立
小
原
小
学
校
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田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
字
小
妻
坂
山
二
五
番
地

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
中
島
三
番
地
二

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張
字
宮
田
二
五
番
地

伊
具
郡
丸
森
町
耕
野
字
入
大
四
四
番
地
一

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
町
裏
三
二
番
地

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
中
山
二
九
番
地

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
平
林
一
三
番
地

仙
台
市
青
葉
区
上
愛
子
字
白
沢
一
四
番
地

仙
台
市
青
葉
区
作
並
字
北
子
原
六
番
地

仙
台
市
青
葉
区
新
川
字
北
野
尻
三
四
番
地

仙
台
市
青
葉
区
大
倉
字
墓
前
一
番
地

仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
長
袋
字
町
一
五
番
地

仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
馬
場
字
町
北
二
五
番
地

石
巻
市
前
谷
地
字
沖
埣
一
二
五
番
地

石
巻
市
和
渕
字
佐
沼
川
二
〇
〇
番
地

石
巻
市
桃
生
町
給
人
町
字
東
町
九
六
番
地

石
巻
市
桃
生
町
中
津
山
字
江
下
五
七
番
地

気
仙
沼
市
塚
沢
六
五
番
地

白
石
市
越
河
平
字
平
合
二
三
番
地
一

白
石
市
小
原
字
伊
勢
原
道
上
一
番
地

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
字
小
妻
坂
山
一
六
番
地

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
権
現
堂
二
五
番
地

仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
長
袋
字
大
原
四
五
番
地
の
五

仙
台
市
青
葉
区
熊
ケ
根
字
石
積
一
番
地
の
二

石
巻
市
桃
生
町
寺
崎
字
植
立
二
〇
番
地

仙
台
市
青
葉
区
熊
ケ
根
字
町
一
番
の
四
一
四
番
地
の
三

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字

木
四
七
番
地
三
五

石
巻
市
前
谷
地
字
上
楼
屋
六
番
地
の
三

石
巻
市
和
渕
字
日
照
一
番
地

石
巻
市
桃
生
町
寺
崎
字
寺
崎
九
番
地
一

石
巻
市
桃
生
町
神
取
字
土
手
前
三
七
番
地
一

加
美
郡
色
麻
町
四
釜
字
町
八
六
番
地
一

加
美
郡
色
麻
町
大
字
上
新
町
一
七
〇
番
地

白
石
市
越
河
五
賀
字
海
道
下
三
番
地
三

白
石
市
小
原
字
中
倉
三
〇
番
地
四

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
字
仲
町
三
六
番
地

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
中
井
二
番
地
三

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
大
蔵
字
台
三
〇
番
地
三

蔵
王
町
立
遠
刈
田
小
学
校

丸
森
町
立
筆
甫
小
学
校

丸
森
町
立
大
張
小
学
校

丸
森
町
立
耕
野
小
学
校

大
和
町
立
吉
岡
小
学
校

大
和
町
立
宮
床
小
学
校
難
波
分
校

大
衡
村
立
大
衡
小
学
校

仙
台
市
立
上
愛
子
小
学
校

仙
台
市
立
作
並
小
学
校

仙
台
市
立
作
並
小
学
校
新
川
分
校

仙
台
市
立
大
倉
小
学
校

仙
台
市
立
秋
保
小
学
校

仙
台
市
立
馬
場
小
学
校

石
巻
市
立
前
谷
地
小
学
校

石
巻
市
立
和
渕
小
学
校

石
巻
市
立
中
津
山
第
一
小
学
校

石
巻
市
立
中
津
山
第
二
小
学
校

気
仙
沼
市
立
月
立
小
学
校

白
石
市
立
南
中
学
校

白
石
市
立
小
原
中
学
校

蔵
王
町
立
遠
刈
田
中
学
校

大
和
町
立
大
和
中
学
校

仙
台
市
立
秋
保
中
学
校

仙
台
市
立
広
陵
中
学
校

石
巻
市
立
桃
生
中
学
校

仙
台
北
警
察
署
熊
ケ
根
駐
在
所

大
和
警
察
署
大
衡
駐
在
所

石
巻
警
察
署
前
谷
地
駐
在
所

石
巻
警
察
署
和
淵
駐
在
所

河
北
警
察
署
桃
生
駐
在
所

河
北
警
察
署
神
取
駐
在
所

加
美
警
察
署
四
釜
駐
在
所

加
美
警
察
署
王
城
寺
原
駐
在
所

白
石
警
察
署
越
河
駐
在
所

白
石
警
察
署
小
原
駐
在
所

白
石
警
察
署
遠
刈
田
駐
在
所

角
田
警
察
署
筆
甫
駐
在
所

角
田
警
察
署
大
張
駐
在
所

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
改
正
条
例
附
則
第
六
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
職
員
）

２ 　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
六
号
。
以
下

「
改
正
条
例
」
と
い
う
。）
附
則
第
六
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
常
時
勤
務
に
服
す
る
職
員
以
外
の
職

員
と
す
る
。

　

（
改
正
条
例
附
則
第
十
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３ 　

こ
の
項
か
ら
附
則
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

一　

旧
寒
冷
地
等
在
職
等
職
員　

改
正
条
例
附
則
第
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
旧
寒
冷
地
等
在
職
等
職
員
を
い
う
。

　

二　

新
寒
冷
地
等
在
職
等
職
員　

改
正
条
例
附
則
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
新
寒
冷
地
等
在
職
等
職
員
を
い
う
。

　

三 　

特
定
旧
寒
冷
地
等
在
職
等
職
員　

改
正
条
例
附
則
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
職
等
職
員

を
い
う
。

　

四　

一
部
施
行
日　

改
正
条
例
第
三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
を
い
う
。

　

五 　

基
準
日　

給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
日
（
そ
の
属
す
る
月
が
平
成
三
十
年
三
月
ま
で
の

も
の
に
限
る
。）
を
い
う
。

４ 　

基
準
日
に
お
い
て
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
る
者
の
う
ち
、
一
部
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
旧
寒
冷
地

等
在
勤
等
職
員
で
あ
っ
た
者
で
、
一
部
施
行
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
引
き
続
き
旧
寒
冷
地
等
在
勤

等
職
員
又
は
新
寒
冷
地
等
在
職
等
職
員
で
あ
っ
た
も
の
（
改
正
条
例
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り

寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
者
を
除
く
。）
に
対
し
て
は
、
そ
の
旧
寒
冷
地
等
在
職
等
職
員
又
は
新
寒
冷
地
等
在
職

等
職
員
で
あ
っ
た
期
間
を
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
職
等
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
、
改
正
条
例
附

則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
算
出
さ
れ
る
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。

５ 　

改
正
条
例
附
則
第
十
一
項
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
規
則
七
―
五
十
三
（
地
域
手
当
）
第
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る

職
員
と
す
る
。

６ 　

人
事
交
流
等
に
よ
り
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
り
、
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
と
な
っ
た
場
合
に

お
い
て
、
基
準
日
に
お
い
て
当
該
職
員
で
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
一
部
施
行
日
の
前
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
前
日
ま

で
の
間
に
お
け
る
そ
の
給
料
表
適
用
職
員
で
な
か
っ
た
期
間
を
給
料
表
適
用
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
み

な
し
て
、
改
正
条
例
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
又
は
第
四
項
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
寒
冷
地
手
当

を
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
し
て
算
出
さ
れ
る
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日
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宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
―
六
十

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
八
号
）
に
基
づ
き
、

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
一
条
第
四
項
及
び
第
十
三
条
第
三
項
中
「
原
子
力
セ
ン
タ
ー
」
を
「
環
境
放
射
線
監
視
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
第
一
項
中
「
社
会
福
祉
施
設
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
七
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り

設
置
さ
れ
た
社
会
福
祉
施
設
（
同
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
施
設
を
除
く
。）」
を
「
さ
わ
ら
び
学
園
、
子
ど
も
総
合
セ

ン
タ
ー
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
支
援
セ
ン
タ
ー
又
は
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
五
条　

削
除

　

附
則
第
五
項
中
「
免
震
重
要
棟
」
の
下
に
「
及
び
新
事
務
棟
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
六
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
六
―
四
十
六

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
六
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
十
六
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
二
を
削
る
。

　

別
表
第
一
原
子
力
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
原
子
力
セ
ン
タ
ー
」
を
「
環
境
放
射
線
監
視
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
表
拓

桃
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
特
別
支
援
学
校
（
市
町
村
立
の
特
別
支
援
学
校
を
含
む
。）
の
項
及
び
県

立
の
中
学
校
並
び
に
市
町
村
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
の
項
中
「
一
・
二
五
」
を
「
一
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
七
（
宿
日
直
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
七
―
二
十
一

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
七
（
宿
日
直
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
十
七
（
宿
日
直
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

二 　

県
内
の
市
町
村
又
は
一
部
事
務
組
合
が
開
設
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
医
師
（
歯
科
医
師
を
含
む
。
以
下
同

じ
。）
の
確
保
に
資
す
る
た
め
採
用
し
た
医
師
の
行
う
研
修
先
の
病
院
又
は
診
療
所
に
お
け
る
入
院
患
者
の
病
状

の
急
変
等
に
対
処
す
る
た
め
の
勤
務

　

第
三
条
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九
号
と
す
る
。

　

第
四
条
第
三
号
⑵
中
「
及
び
同
条
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
」
を
「
並
び
に
同
条
第
六
号
及
び
第
七
号
」
に
改
め
、

同
号
⑶
中
「
前
条
第
九
号
及
び
第
十
号
」
を
「
前
条
第
八
号
及
び
第
九
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
八
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
八
―
五
十
七

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
八
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
十
八
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
知
事
の
項
中
「

原
子
力
セ
ン
タ
ー

」
を
「

環
境
放
射
線
監
視
セ
ン
タ

ー

」
に
改
め
、

「

拓
桃
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー

院

長

三
種
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副

院

長

事

務

局

長

四
種

及
び

医
療
療
育
局
長

看

護

部

長

五
種

」

「

仙
台
港
背
後
地
土
地
区
画

整
理
事
務
所

所

長

四
種

」
を
削
り
、

「

次
長
、
副
園
長
、
副
学
院

長
、
副
館
長
、
副
校
長
、

部
次
長
及
び
局
次
長
（
人

事
委
員
会
が
定
め
る
者
に

限
る
。）

」
を

「

次
長
、
副
園
長
、
副
校

長
、
部
次
長
及
び
局
次

長
（
人
事
委
員
会
が
定

め
る
者
に
限
る
。）

」
に
改
め
、
同
表
県
警
察
の
項
中

「

総
合
企
画
室
長

警

務

企

画

官

」
を
「

総
合
企
画
室
長

」
に
、

「

健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
所

長

」
を
「

健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
所

長交
通
事
故
総
合
分
析
室

長

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
一
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
一
―
二
十
一

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
一
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
三
十
一
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

二　

環
境
放
射
線
監
視
セ
ン
タ
ー

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
三
―
五
十
八

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
ト
の
表
中
「薬

剤
科
長

」
を
「主

任
主
査

」
に
、

「

１　
食
肉
衛
生
検
査
所
及
び
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
の
職
務

２

 

　
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
広
範
囲
に
わ
た
る
専
門
的
な
業
務
の
総
括
・
調

査
等
を
行
う
職
務

」
を

「

１　
食
肉
衛
生
検
査
所
及
び
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
の
職
務

２　
保
健
福
祉
事
務
所
の
技
術
副
所
長
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
職
務

３　
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
広
範
囲
に
わ
た
る
専
門
的
な
業
務
の
総
括
・
調

　
査
等
を
行
う
職
務

」
に
改
め
、
別
表
第
一
チ
の

表
中
「看

護
長

」
を
「主

任
主
査

」
に
、「看

護
部
副
部
長
の
職
務

」
を
「技

術
次
長
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
職
務

」
に
、

「医
療
機
関
の
看
護
部
長
の
職
務

」
を
「保

健
福
祉
事
務
所
の
技
術
副
所
長
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
職
務

」
に
改
め
る
。

別
表
第
七
イ
の
表
中
「

33

34

34

34

35

35

35

36

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

」
を
「

34

34

35

35

36

36

37

38

39

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

」
に
、「

69

69

69

70

70

70

71

71

71

72

73

74

75

76

77

」
を
「

68

68

69

69

69

69

69

70

70

70

71

72

73

74

75

75
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76

76

77

78

79

80

81

」
に
、「

51

51

51

51

51

52

52

52

52

52

53

53

53

53

」
を
「

50

50

50

50

50

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

52

52

52

52

53

」
に
、「

30

30

30

31

31

31

32

32

32

32

33

33

33

33

34

34

34

34

35

35

35

35

36

36

36

37

」
を
「

29

30

30

30

30

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

33

33

34

34

35

」
に
、「

29

29

29

29

30

30

30

30

31

31

31

31

32

32

33

」
を
「

28

29

29

29

29

29

30

30

30

30

30

31

31

31

31

」
に
、「

14

14

14

14

15

15

15

15

16

16

16

16

17

」

を
「

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

16

16

」
に
改
め
、
別
表
第
七
ロ
の
表
中
「

71

72

」
を
「

70

71

」
に
、「

69

69

70

70

71

71

72

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

」
を
「

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

87

88

88

89

」
に
、「

53

53

53

53

54

54

54

54

55

55

55

55

56

56

56

57

」
を
「

52

52

52

52

52

52

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

54

54

54

55

55

55

」
に
、「

42

43

44

45

46

47

48

48

48

49

49

49

50

50

50

51

51

51

52

52

52

53

53

53

」
を
「

41

42

42

43

43

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

46

46

46

47

47

47

」
に
、「

31

31

31

31

32

32

32

32

33

33

33

34

34

35

」
を
「

30

30

31

31

31

31

31

31

32

32

32

32

32

32

」
に
改
め
、
別
表
第
七
ハ
の
表
中
「

34

35

36

37

37

38

38

39

39

40

」
を
「

33

34

34

35

35

36

36

37

38

39

」
に
、

「

90

90

91

91

92

92

93

93

93

94

94

94

95

95

95

96

96

96

97

97

97

98

98

98

99

99

99

」
を
「

89

89

89

90

90

90

90

90

91

91

91

91

91

92

92

92

92

92

93

93

94

94

95

95

95

95

95

」
に
、「

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

」
を
「

69

70

70

70

71

71

71

72

72

72

73

」
に
、「

26

27

28

29
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30

31

32

33

33

34

34

35

」
を
「

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

」
に
改
め
、
別
表
第
七
ニ
の
表

中
「

50

51

52

53

53

54

54

55

55

56

」
を
「

49

50

50

51

51

52

52

53

54

55

」
に
、「

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

」
を
「

90

90

91

91

91

91

92

92

92

92

93

93

93

93

94

94

94

94

95

95

95

96

96

96

97

97

98

98

99

」
に
、「

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

89

」
を
「

80

80

81

81

81

81

82

82

82

82

83

83

83

83

84

84

84

84

84

85

85

86

86

87

」
に
、「

21

21

21

22

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

」
を
「

20

20

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

23

24

24

24

24

25

」
に
改
め
、
別
表
第
七
ホ
の
表
中
「

22

23

24

25

25

26

26

27

27

28

」
を
「

21

22

22

23

23

24

24

25

26

27

」
に
、「

38

39

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

」
を
「

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

46

47

」
に
、「

47

」
を
「

47

48

48

48

49

49

50

50

51

」
に
改
め
、
別
表
第
七
ロ
の
表
中
「

33

34

34

35

35

36

36

37

38

39

40

41

41

41

42

42

42

43

43

43

44

44

44

45

45

46

46

47

」
を
「

34

35

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

」
に
、「

49

」
を
「

48

49

49

49

49

50

50

50

51

」
に
、「

30

30

30

31

31

31

32

32

32

32

33

33

33

33

34

34

34

34

35

35

35

35

36

36

36

37

」
を
「

29

30

30

30

30

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

33

33

34

34

35

」
に
改
め
、
別

表
第
七
チ
の
表
中
「

42

42

42

42

42

43

43

43

43

43

44

44

44

44

44

45

45

45

」
を
「

41

41

41

42

42

42

42

42

42

43

43

43
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43

43

43

44

44

44

44

44

44

45

45

46

46

47

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
六
（
産
業
教
育
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
六
―
十
一

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
六
（
産
業
教
育
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
三
十
六
（
産
業
教
育
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第 

四
条
の
二　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
附

則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
関
す
る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
条
中
「
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、「
給
料
月
額
と
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
平
成
二
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
附
則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合
計
額
」

と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
九
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
九
―
三
十
六

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
九
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
三
十
九
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
別
表
二
級
の
項
中

「

塩
竈
市
立
浦
戸
第
二
小
学
校

塩
竈
市
浦
戸
野
々
島
字
馬
越
八

」
を

「

塩
竈
市
立
浦
戸
小
学
校

塩
竈
市
浦
戸
野
々
島
字
馬
越
八

」
に
改
め
、
同

表
一
級
の
項
中

「

丸
森
町
立
丸
森
小
学
校
羽
出
庭
分
校

伊
具
郡
丸
森
町
字
火
打
石
一

」
を
削
る
。

　

別
表
二
級
の
項
中

「

塩
竈
市
立
浦
戸
第
二
小
学
校

塩
竈
市
浦
戸
野
々
島
字
馬
越
八

」
を

「

塩
竈
市
立
浦
戸
小
学
校

塩
竈
市
浦
戸
野
々
島
字
馬
越
八

」
に
改
め
、
同

表
一
級
の
項
中

「

丸
森
町
立
丸
森
小
学
校
羽
出
庭
分
校

伊
具
郡
丸
森
町
字
火
打
石
一

」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
十
（
定
時
制
通
信
教
育
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
十
―
十
一

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
十
（
定
時
制
通
信
教
育
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

第
二
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第 

二
条
の
二　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
附
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則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
関
す
る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
条
中
「
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、「
給
料
月
額
と
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
平
成
二
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
附
則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合
計
額
」

と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
十
三
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
十
三
―
二
十
二

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
十
三
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
五
十
三
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
第
一
号
中
「
四
級
地
」
を
「
五
級
地
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
表
四
級
地
」

を
「
第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
表
中
五
級
地
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
附
則
第
四
項
を
附
則
第
二
項
と
し
、
附
則
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
二
項
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
十
一
（
住
居
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
十
一
―
六

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
十
一
（
住
居
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
六
十
一
（
住
居
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
中
「（
以
下
「
規
則
七
―
百
六
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、「
該
当
す
る
職
員
」
の
下
に
「（
法
第
二
十
八
条
の

四
第
一
項
又
は
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
七
十
八
（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
七
十
八
―
十
五

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
七
十
八
（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
七
十
八
（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中

「

7,300

」
を

「

7,300

」
に
、

「

7,500

」
を

7,300

7,300

「

7,500

」
に
改
め
る
。

7,500

7,500

別
表
第
二
中

「

7,500

」
を

「

7,500

」
に
改
め
る
。

7,500

7,500

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
百
六
（
単
身
赴
任
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
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〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
百
六
―
十

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
百
六
（
単
身
赴
任
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
百
六
（
単
身
赴
任
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
三
項
第
二
号
中
「
一
万
二
千
円
」
を
「
一
万
三
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一
万
八
千
円
」
を

「
二
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
二
万
四
千
円
」
を
「
二
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
三
万
円
」

を
「
三
万
三
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
三
万
五
千
円
」
を
「
三
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
四

万
円
」
を
「
四
万
三
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
以
上
」
を
「
以
上
二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
」
に
、「
四
万

五
千
円
」
を
「
四
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

九　

二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満　

五
万
三
千
円

　

十　

二
千
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上　

五
万
八
千
円

　

第
五
条
第
三
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一 　

次
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
（
以
下
「
事
由
発
生
」
と
い
う
。）
に
伴
い
、
住
居
を
移
転
し
、
第
二
条
に
規
定
す

る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
、
当
該
事
由
発
生

の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
事
由
発
生
の
直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に

照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員

　
　

イ 　

法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
法
第
二
十
八
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
（
法
第
二
十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
日
及
び
当

該
採
用
に
係
る
任
期
が
満
了
し
た
日
を
含
む
。）
の
翌
日
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。）
を
さ
れ
た
こ
と
。

　
　

ロ　

外
国
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
か
ら
職
務
に
復
帰
し
た
こ
と
。

　
　

ハ 　

職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
一
号
）
第
二
条
第
一
号
又
は
県
費
負
担

教
職
員
の
任
免
、
分
限
及
び
懲
戒
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
規
定
に
よ

る
休
職
か
ら
復
職
し
た
こ
と
。

　

第
五
条
第
三
項
第
七
号
中
「
復
帰
等
」
を
「
事
由
発
生
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
百
九
（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
百
九
―
四

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
百
九
（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
百
九
（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
十
八
条
の
二
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

「
職
を
占
め
る
職
員
」
の
下
に
「（
以
下
「
一
号
職
員
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、「
当
該
職
員
」
を
「
一
号
職
員
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
八
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
八
条
の
二
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
を
第
三
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第 

二
条　

給
与
条
例
第
十
八
条
の
二
第
三
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
一
号

職
員
の
占
め
る
職
に
係
る
規
則
七
―
十
八
別
表
第
一
の
職
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
同
表
の
区
分
欄
に
定
め
る
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　

一　

一
種　

六
千
円

　

二　

二
種
及
び
三
種　

五
千
円

　

三　

四
種　

四
千
円

　

四　

五
種
及
び
六
種　

三
千
円

　

五　

七
種　

二
千
円　

２ 　

給
与
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
一
号
職
員
に

は
、
そ
の
引
き
続
く
勤
務
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
い
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
に
基
づ
く
人
事

委
員
会
規
則
七
―
百
三
十
九
（
給
料
の
切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置
）
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
百
三
十
九

　
　
　

給
料
の
切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）

に
基
づ
き
、
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
。

　

（
趣
旨
）
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第 

一
条　

こ
の
規
則
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
宮
城
県
条
例
第

八
号
。
以
下
「
平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。）
附
則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
職
員
）

第 

二
条　

平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

　

一 　

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
以
降
に
初
任
給
基
準
異
動
（
給
料
表
の
適
用
を
異

に
し
な
い
規
則
七
―
三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
別
表
第
六
に
定
め
る
初
任
給
基
準
表
に
異
な

る
初
任
給
の
定
め
が
あ
る
他
の
職
種
に
属
す
る
職
務
へ
の
異
動
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）

を
し
た
職
員

　

二 　

施
行
日
以
降
に
降
格
（
職
員
の
職
務
の
級
を
同
一
の
給
料
表
の
下
位
の
職
務
の
級
に
変
更
す
る
こ
と
を
い
う
。

次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）
を
し
た
職
員

　

三 　

施
行
日
前
に
次
に
掲
げ
る
期
間
（
こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
休
職
等
期
間
」
と
い
う
。）

が
あ
る
職
員
で
あ
っ
て
、
施
行
日
以
降
に
当
該
休
職
等
期
間
を
含
む
期
間
に
係
る
復
職
時
調
整
（
規
則
七
―
三
十

三
第
四
十
三
条
、
規
則
十
二
―
一
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
）
第
五
条
、
育
児
休
業

条
例
第
八
条
、
自
己
啓
発
等
休
業
条
例
第
十
条
又
は
配
偶
者
同
行
休
業
条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
号
俸
の
調
整

を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。）
を
さ
れ
た
も
の

　
　

イ　

法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
た
期
間

　
　

ロ　

法
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
た
期
間

　
　

ハ　

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間

　
　

ニ　

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
て
い
た
期
間

　
　

ホ 　

教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院
修
学
休

業
を
し
て
い
た
期
間

　
　

ヘ　

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い
た
期
間

　
　

ト　

外
国
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
期
間

　
　

チ 　

職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
三
条
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
一
条
に
規
定
す
る
病
気
休
暇
又
は
介
護

休
暇
の
承
認
を
受
け
て
い
た
期
間

　
　

リ　

公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
期
間

　

四 　

施
行
日
以
降
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
（
育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
又
は
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務

を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。）
を
開
始
し
、
又
は
終
了
し
た
職
員

　

五 　

施
行
日
以
降
に
再
任
用
職
員
異
動
（
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
行
う
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
の
規

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
異
な
る
他
の
職
へ
の
異
動
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
五
号

に
お
い
て
同
じ
。）
を
し
た
職
員

　

六 　

施
行
日
以
降
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
俸
を
決
定
さ
れ
た
職
員
（
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に

準
ず
る
職
員
を
含
む
。）

　

（
平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給
）

第 

三
条　

施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
施
行
日
以
降
に
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
当
該
各
号
の
二
以
上
の
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

職
員
（
次
項
に
お
い
て
「
複
数
事
由
該
当
職
員
」
と
い
う
。）
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額

が
当
該
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る

額
（
特
定
職
員
（
平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
職
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
あ
っ
て
は
、
五
十
五
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
（
特
定
職
員
以

外
の
者
が
五
十
五
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
後
に
特
定
職
員
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特

定
職
員
と
な
っ
た
日
。
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）
以
後
、
当
該
額
に
百
分
の
九
十
九
・
三
を
乗
じ

て
得
た
額
）
を
、
平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

　

一 　

給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
又
は
初
任
給
基
準
異
動
を
し
た
場
合
（
第
六
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。）

　

施
行
日
の
前
日
に
当
該
異
動
が
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
（
施
行
日
以
降
に
こ
れ
ら
の
異
動
が
二
回
以
上
あ
っ

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
の
前
日
に
そ
れ
ら
の
異
動
が
順
次
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
）
に
同
日
に
お
い
て

受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額

　

二 　

降
格
を
し
た
場
合
（
第
六
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。）　

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
当
該
降
格
後
の
職
務
の

級
に
降
格
を
し
た
も
の
と
し
た
場
合
（
施
行
日
以
降
に
基
準
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
へ
の
降
格
を
二
回
以
上
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
の
前
日
に
そ
れ
ら
の
降
格
を
順
次
し
た
も
の
と
し
た
場
合
）
に
、
同
日
に
お
い
て

受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額

　

三 　

施
行
日
前
に
お
け
る
休
職
等
期
間
を
含
む
期
間
に
係
る
復
職
時
調
整
を
さ
れ
た
場
合
（
第
六
号
に
掲
げ
る
場
合

を
除
く
。）　

施
行
日
の
前
日
に
復
職
時
調
整
を
さ
れ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
同
日
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な

る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額

　

四 　

育
児
短
時
間
勤
務
等
を
開
始
し
、
又
は
終
了
し
た
場
合　

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
額

　
　

イ 　

育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
て
い
る
職
員　

平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
給
与

条
例
（
次
号
に
お
い
て
「
改
正
前
の
給
与
条
例
」
と
い
う
。）
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
五
ま
で
の
給
料
表
、
平

成
二
十
七
年
改
正
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
任
期
付
職
員
条
例
第
四
条
第
一
項
の
給
料
表
又
は
平

成
二
十
七
年
改
正
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
給
料
表
に
掲
げ
る
給
料
月
額
の
う
ち
、
施
行
日
の
前
日
に
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
俸
に
応
じ
た
額
（
ロ
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に
お
い
て
「
施
行
前
給
料
表
に
よ
る
給
料
月
額
」
と
い
う
。）
に
、
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
又
は

学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
そ
れ
ぞ
れ
職
員

勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し

て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

　
　

ロ 　

育
児
短
時
間
勤
務
等
を
終
了
し
た
職
員
（
イ
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。）　

施
行
前
給
料
表
に
よ
る
給
料
月

額

　

五　

再
任
用
職
員
異
動
を
し
た
場
合　

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
額

　
　

イ 　

当
該
再
任
用
職
員
異
動
後
に
お
い
て
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
を
占
め
る
職
員　

改
正
前
の
給
与
条
例
別
表
第

一
か
ら
別
表
第
五
ま
で
の
給
料
表
の
再
任
用
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
の
う
ち
、
施
行
日
の
前
日
に
そ
の

者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
に
応
じ
た
額
（
ロ
に
お
い
て
「
施
行
前
の
再
任
用
給
料
月
額
」
と
い
う
。）

　
　

ロ 　

当
該
再
任
用
職
員
異
動
後
に
お
い
て
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る

職
員　

施
行
前
の
再
任
用
給
料
月
額
に
、
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
当
該
再
任
用
職
員
異
動
後
に
お
け
る
勤
務
時
間
を
そ
れ

ぞ
れ
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間

で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て

た
額
）

　

六　

 

人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
俸
を
決
定
さ
れ
た
場
合
又
は
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
場
合

人
事
委
員
会
の
定
め
る
額

２ 　

施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
複
数
事
由
該
当
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の

者
の
受
け
る
給
料
月
額
が
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る

額
（
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
五
十
五
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
以
後
、
当
該
額
に
百
分
の
九

十
九
・
三
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
、
平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

　

（
平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
五
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給
）

第 

四
条　

人
事
交
流
等
職
員
（
施
行
日
以
降
に
、
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
地
方
公
務
員
、
国
家
公
務
員
、
公
益
的

法
人
等
派
遣
条
例
第
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
退
職
派
遣
者
そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者

で
あ
っ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）（
当
該
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
以
降
に
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該

当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
が
そ
の
者
が
施
行
日
の
前
日
に

人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
同
日
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額

（
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
（
人
事

交
流
等
職
員
と
な
る
前
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
以
降
に
平

成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
で
な
く
な
っ
た
も

の
を
除
く
。）
に
は
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
（
特
定
職
員
に
あ
っ
て
は
、
五
十
五
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る

最
初
の
四
月
一
日
以
後
、
当
該
額
に
百
分
の
九
十
九
・
三
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
、
平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則

第
五
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

２ 　

人
事
交
流
等
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
以
降
に
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
に
対
し
て
は
、
そ
の
者
が
施
行
日
の
前
日
に
人
事
交
流
等
職
員
と
な
り
同
日
か
ら
引

き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
前
条
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
支
給
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
に
相
当
す
る
額
を
、
同
附
則
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

　

（
端
数
計
算
）

第 

五
条　

平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
を
も
っ
て
当
該
給
料
の
額
と
す
る
。

　

（
こ
の
規
則
に
よ
り
難
い
場
合
の
措
置
）

第 

六
条　

平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給
に
つ
い
て
、
こ
の
規

則
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
は
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
著
し
く
失
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
そ
の
他
の
特
別
の

事
情
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
―
三
十
七

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
七
号
）
に
基
づ
き
、
人

事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
第
一
項
第
二
号
中
ホ
及
び
ヘ
を
削
り
、
ト
を
ホ
と
し
、
チ
を
ヘ
と
し
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ト 　

県
内
の
市
町
村
又
は
一
部
事
務
組
合
が
開
設
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
医
師
確
保
に
資
す
る
た
め
採
用
し
た

医
師
の
行
う
研
修
先
の
病
院
又
は
診
療
所
に
お
け
る
入
院
患
者
の
病
状
の
急
変
等
に
対
処
す
る
た
め
の
当
直
勤
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務

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
二
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
昭

和
四
十
七
年
人
事
委
員
会
告
示
第
四
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
宿
日
直
手
当
）
の
一
部
委
任
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

一 　

二
の
㈠
を
削
り
、
同
㈡
を
同
㈠
と
し
、
同
㈢
か
ら
㈥
ま
で
を
同
㈡
か
ら
㈤
ま
で
と
す
る
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
十
五
年
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
委
任
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

一　

二
の
32
を
同
33
と
し
、
同
31
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

32 　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
附
則
第
二

項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
四
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
二
十
三
年
人
事
委
員
会
告
示
第
十
一
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
地
域
手
当
）
の
一
部
委
任
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

一 　

二
の
⑹
を
削
り
、
同
⑺
中
「
附
則
第
四
項
」
を
「
附
則
第
二
項
」
に
改
め
、
同
⑺
を
同
⑹
と
し
、
同
⑻
中
「
附
則

第
七
項
」
を
「
附
則
第
五
項
」
に
改
め
、
同
⑻
を
同
⑺
と
す
る
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
五
号

　
　
　

人
事
委
員
会
の
権
限
（
給
料
の
切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置
）
の
一
部
委
任

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
人

事
委
員
会
規
則
七
―
百
三
十
九
（
給
料
の
切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置
）
に
定
め
る
人
事
委
員
会
の
権
限
の
一
部
の
委
任

に
関
し
、
次
の
よ
う
に
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

一　

受
任
者

　
　

宮
城
県
人
事
委
員
会
事
務
局
長

二　

委
任
す
る
権
限

　

⑴　

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

　

⑵ 　

第
三
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
及
び
額
に
つ
い
て
定
め

る
こ
と
。

　

⑶　

第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

　

⑷ 　

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
、
職
員
及
び
額
に
つ
い
て
定
め
る

こ
と
。

　

⑸　

第
六
条
に
規
定
す
る
承
認
を
す
る
こ
と
。

三　

委
任
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
六
号
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人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
七
年
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
職
員
の
勤
務
時
間
等
の
基
準
等
）
の
一
部
の
委
任
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

一　

二
の
㈤
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

㈤ 　

規
則
八
―
五
第
十
六
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
の
手

続
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

　
　

二
の
㈦
を
削
り
、
同
㈧
を
同
㈦
と
し
、
同
㈨
か
ら
十八
ま
で
を
同
㈧
か
ら
十七
ま
で
と
す
る
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
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